
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
令和6年4月1日から令和6年9月30日までの随意契約
【環境部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境保全課
八尾市環境美化に
必要な施策の実施
等業務委託契約

令和6年4月1日
八尾をきれい
にする運動推
進本部

八尾市曙町2-11 1,909,000

市と市民、事業者等が一体となって、快適で美し
いまちづくりを促進し、良好な都市環境の増進を
図ることを目的に実施する事業の委託先を「八尾
市環境美化に必要な施策の実施等の委託に関
する要綱」により、同団体と定めたことによる。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境保全課
八尾市既存公共建
築物ＺＥＢ化可能性
調査業務

令和6年7月17日
国際航業株式
会社　大阪支
店

大阪市中央区南船場2-3-2 10,588,600

当該業務については、プロポーザル方式により契
約の相手方を選定しており、その中で受託候補者
となった左記事業者は、本事業の趣旨をよく理解
し、また企画提案力や金額等について総合的に
優れており、本事業を委託するにあたって最もふ
さわしい事業者であると考えられるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境保全課

八尾市における河
内木綿や生態系保
護による里山保全
に関する映像制作
業務

令和6年7月22日
有限会社ビデ
オクリエイト

大阪市住之江区粉浜1-27-
3 リー・アートビル301号

1,287,000

当該業務については、プロポーザル方式により契
約の相手方を選定しており、その中で受託候補者
となった左記事業者は、本事業の趣旨をよく理解
し、また企画提案力や金額等について総合的に
優れており、本事業を委託するにあたって最もふ
さわしい事業者であると考えられるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

循環型社会推進
課

建設委託契約 令和6年4月1日
大阪湾広域臨
海環境整備セ
ンター

大阪市北区中之島2-2-2 10,356,000

本市域内から生ずる可燃性一般廃棄物の焼却処
理後の残渣に係る最終処分を行うことができる処
分場が、現状では広域臨海環境整備センター法
に基づき設立された大阪湾広域廃棄物埋立処分
場のみであるため。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当)

負担金、補
助金及び交

付金

令和6年度　随意契約の公表（環境部）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境事業課
八尾市清掃庁舎解
錠等業務

令和6年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町1-10-32
単価契約

（年間見込額）
325,000

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37
条第2項に規定するシルバー人材センターとの契
約であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該
当）

委託料

環境事業課
「八尾市粗大ごみ
処理手数料券」の
管理・配送業務

令和6年4月1日
株式会社HMK
ロジサービス

大阪市中央区大手前1-7-
31

単価契約
（年間見込額）

693,000

当該業務については、平成25年度の粗大ごみ有
料化実施以降、左記事業者に在庫の保管及び管
理を一括して委託しており、円滑な業務遂行にあ
たって左記事業者が最もふさわしい事業者である
と考えられるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

株式会社ファミ
リーマート

東京都港区芝浦3-1-21
単価契約

（年間見込額）
897,306

株式会社ロー
ソン

東京都品川区大崎1-11-2
単価契約

（年間見込額）
597,789

株式会社セブ
ン‐イレブン・
ジャパン

東京都千代田区2-8-8
単価契約

（年間見込額）
1,013,307

環境事業課
八尾市粗大ごみ収
集運搬業務

令和6年4月1日
八尾市環境事
業協同組合

八尾市沼2-135 43,770,100

　下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法（以下「合特法」とい
う。）の趣旨に基づく合理化支援策として本業務
の委託を行うもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

委託料環境事業課
八尾市粗大ごみ処
理手数料の収納事
務に関する業務

令和6年4月1日

「八尾市粗大ごみ処理手数料券」購入に際して、
左記事業者は販売時間、販売店舗数において利
便性が高いため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境事業課
八尾市清掃庁舎
出勤状況照会シス
テム導入業務

令和6年4月1日
アマノ株式会
社　東大阪支
店

大阪市西区立売堀1-6-17 8
階

1,232,000

当該システムは、同社製のカードリーダーから打
刻データを自動で即時取得し、かつ、同社製の
カードリーダーのタイムレコーダーの時刻修正を
行うことのできる唯一のシステムであるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

有限会社　田
中商店

八尾市八尾木北1-22-2 634,140

株式会社　エ
イチ・イー・エ
ス

八尾市太田新町6-57 926,220

環境施設課
八尾市立久宝寺墓
地管理及び清掃業
務

令和6年4月1日
久宝寺墓地管
理委員会

八尾市北久宝寺3-1-20 2,144,208

当該法人は地元住民による団体であり、祖先崇
拝及び慣習の観点から当該法人に委託するのが
適しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市立安中墓地
管理及び清掃業務

令和6年4月1日
一般社団法人
やお座

八尾市南本町8-1-21 1,935,648

当該法人は地元住民による団体であり、祖先崇
拝及び慣習の観点から当該法人に委託するのが
適しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市立西郡新墓
地管理及び清掃業
務

令和6年4月1日
西郡まちづくり
協議会

八尾市桂町2-37 1,935,648

当該法人は地元住民による団体であり、祖先崇
拝及び慣習の観点から当該法人に委託するのが
適しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境事業課

八尾市可燃ごみ等
収集運搬業務受託
者に対する不用公
用車売却

令和6年4月30日

八尾市可燃ごみ等収集運搬業務に係る特記仕様
書において、受託者が希望する場合、本市保有
の不用公用車を売却するとしており、2者より希望
するとの申し出があったため
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該
当）

委託料
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境施設課
八尾市立龍華墓地
管理及び清掃業務

令和6年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町1-10-32
単価契約

（年間見込額）
1,825,200

高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定す
る団体であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該
当）

委託料

環境施設課

八尾市一般廃棄物
最終処分場浸出水
処理施設運転管理
業務

令和6年4月1日

クボタ環境エ
ンジニアリング
株式会社　大
阪支社

兵庫県尼崎市浜1-1-1 2,684,000

当該施設は㈱クボタが製作・設置したものであ
り、同社もしくは関連会社以外では運転管理が困
難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
木質チップ運搬業
務

令和6年4月1日
株式会社I・T・
O

奈良県奈良市南庄町136
単価契約

（年間見込額）
3,418,800

木質チップの運搬はチップの売却と一体であり、
木質チップはバイオマス発電所への利用を条件と
しており、同条件で売却できる業者は左記業者し
かないため。
（地方自治法施行令第167条の2第2号）

役務費

環境施設課
八尾市立斎場自家
用電気工作物保安
管理業務

令和6年4月1日

一般財団法人
関西電気保安
協会　東大阪
営業所

東大阪市菱江3-9-5 557,172

当委託業務は過去複数回入札による不調があ
り、これまで委託してきた同法人でしか保安管理
が対応できないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課

八尾市立斎場空調
機器（吸収式冷温
水機）保守点検業
務

令和6年4月1日

パナソニック産
機システムズ
株式会社　近
畿支店

大阪市中央区博労町3-5-1 517,000

当該装置は同社（再編、社名変更有）が製作及び
設置した装置であり、同社でないと保守点検が困
難であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境施設課
八尾市立斎場自動
扉開閉装置保守点
検業務

令和6年4月1日
ナブコドア株式
会社　東大阪
営業所

東大阪市御厨南3-6-7 855,360

当該装置は同社が製作及び設置した装置であ
り、同社でないと保守点検が困難であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市立斎場非常
用自家発電設備保
守点検業務

令和6年4月1日
三友工業株式
会社

兵庫県尼崎市西長洲町1-
1-45

683,650

当設備は、ヤンマーディーゼル㈱が建設時に設
置したもので、非常時に稼働させるものであること
から、特に設備に精通した保守点検業者である、
当設備の特約店業者と保守点検契約を締結する
ことが適当であると判断した。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市立斎場中央
監視盤保守点検業
務

令和6年4月1日

パナソニックＥ
Ｗエンジニアリ
ング株式会社
近畿支店

大阪市中央区城見2-1-61 506,000

当該設備は建設時に松下電工が設置したもの
で、電気設備系統の適切な維持保守管理を行う
ため、同社の承継会社でなければ保守点検が困
難であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市立斎場清掃
業務

令和6年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町1-10-32
単価契約

（年間見込額）
4,562,500

高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定す
る団体であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該
当）

委託料

環境施設課

八尾市立斎場火葬
炉設備運転管理及
び火葬炉設備保守
点検業務

令和6年4月1日
高砂炉材工業
株式会社

東京都中央区日本橋本町
3-2-13

18,693,400

当該設備は習熟した技術が必要であるため、建
設時に設備を設置した事業者から技術継承した
同社でないと火葬炉設備の運転管理及び保守点
検が困難であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境施設課
八尾市立リサイク
ルセンター運転管
理業務

令和6年4月1日
極東サービス
エンジニアリン
グ株式会社

東京都品川区東品川3-15-10 170,395,104

当施設は、極東開発工業㈱が設計施工したもの
で、特殊プラント施設であり、同社もしくは関連会
社以外では運転管理が困難であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
ガラスびん選別時
に生じる残渣の再
資源化処理業務

令和6年4月1日
株式会社タカ
ハシ

大阪府大阪市城東区中浜
2-11-11

単価契約
（年間見込額）

4,379,760

入札参加資格者名簿にあり、かつ、公益財団法
人日本容器包装リサイクル協会のガラスびんの
登録再生処理事業者で、用途を「ガラス製容器」
の項目で登録している業者は同社のみであるた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課

PETボトル及び容
器包装プラスチック
に係る再商品化業
務

令和6年4月1日

公益財団法人
日本容器包装
リサイクル協
会

東京都港区虎ノ門1-14-1
単価契約

（年間見込額）
1,108,230

当該業務は法令の要請により分別基準適合物の
引渡し及び再商品化委託先が左記業者（指定法
人）になっているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
使用済小型電子機
器等引渡し業務

令和6年4月1日
大栄環境株式
会社

大阪府和泉市テクノステー
ジ2-3-28

単価契約
（年間見込額）

924,000

大阪府内に本社のある認定業者に聞き取りを実
施した結果、府下のみならず関西圏での小型家
電の収集・リサイクル売却の実績があり、今後見
込まれる小型家電の増加に対応するとともに、計
画的及び安定的に業務遂行できるのは左記業者
のみであるため。（地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号該当）

委託料

環境施設課
八尾市立リサイク
ルセンター工場棟
「シュート修繕」

令和6年4月1日
極東サービス
エンジニアリン
グ株式会社

東京都品川区東品川3-15-
10

7,700,000

日常の廃棄物の処理に支障の無いよう施設運転
管理と一体となった修繕計画が必要であり、施設
の運転管理業務との連携がかかせないものであ
るため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

6 / 12 ページ



担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境施設課

八尾市立リサイク
ルセンター工場棟
「モータープーリ修
繕」

令和6年4月1日
極東サービス
エンジニアリン
グ株式会社

東京都品川区東品川3-15-
10

1,228,700

日常の廃棄物の処理に支障の無いよう施設運転
管理と一体となった修繕計画が必要であり、施設
の運転管理業務との連携がかかせないものであ
るため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課
八尾市し尿汲取手
数料調定システム
保守及び運用業務

令和6年4月1日

ヴェオリア・
ジェネッツ株式
会社　関西支
店

大阪府箕面市船場東3-4-
17

2,267,100

八尾市し尿汲取手数料調定システムは、し尿収
集手数料徴収業務を行うにあたり、平成26年7月
に左記業者により製作・導入したものであること
から、左記業者でないと効果的・効率的な運用保
守ができないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市常光寺門前
公衆便所清掃業務
委託

令和6年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町1-10-32
単価契約

（年間見込額）
195,625

高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定す
る団体であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市近鉄八尾駅
高架下公衆便所清
掃業務

令和6年4月1日
近鉄ファシリ
ティーズ株式
会社

大阪市中央区難波2-2-3 2,362,800

左記業者は近鉄八尾駅高架下構造物の全般管
理を業務とし、同所に入居する他施設の清掃も一
括して請負っており、災害・トラブル等に対しても
迅速な対応が可能であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市立衛生処理
場構内管理業務

令和6年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町1-10-32
単価契約

（年間見込額）
1,127,880

高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定す
る団体であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該
当）

委託料
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境施設課
八尾市立衛生処理
場清掃業務

令和6年4月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町1-10-32
単価契約

（年間見込額）
902,070

高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定す
る団体であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該
当）

委託料

大栄環境株式
会社

和泉市テクノステージ2-3-
28

三重中央開発
株式会社

三重県伊賀市予野字鉢屋
4713

環境施設課

八尾市立衛生処理
場自家（非常）用発
電機設備保守点検
業務

令和6年4月1日
株式会社明電
エンジニアリン
グ　関西支社

兵庫県尼崎市西長洲町1-
1-1

935,000

当該設備には㈱明電舎が製造した特殊な機器が
使用されており、同社もしくは関連会社以外では
保守点検が困難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市立衛生処理
場運転管理業務

令和6年4月1日

住友重機械エ
ンバイロメント
株式会社　大
阪支店

大阪市北区中之島2-3-33 41,956,200

当処理場のプラントは住友重機械工業㈱が設計
施工したもので、特殊な機器が多く、同社もしくは
関連会社以外では運転管理が困難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

環境施設課
ゼンリン住宅地図
LGWAN（インター
ネット版）利用

令和6年4月1日
株式会社ゼン
リン大阪営業
所

大阪市淀川区西宮原1-8-
10

633,600

し尿収集業務の効率化を図るため、地図ソフトを
導入し対象世帯情報をデータ化するにあたり、
ターゲットの特定が容易な住宅地図ソフトを有し
ている唯一の業者であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

使用料及び
賃借料

環境施設課

八尾市立衛生処理
場一般廃棄物（焼
却灰・汚泥）処理業
務

令和6年4月1日
単価契約

（年間見込額）
1,186,900

一般廃棄物収集運搬処分業の許可を持ち、焼却
灰（飛灰含む）と汚泥をともに再資源化することが
できるのは、近隣では左記業者に限定されるた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境施設課
八尾市立斎場自動
扉修繕

令和6年5月1日
ナブコドア株式
会社　東大阪
営業所

東大阪市御厨南3-6-7 3,740,000

当該装置は同社が製作及び設置した装置であ
り、専用設計のものが多く、同社による修繕が適
当であると判断した。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課
八尾市立斎場火葬
炉及びその他設備
修繕

令和6年5月14日
高砂炉材工業
株式会社

東京都中央区日本橋本町
3-2-13

38,830,000

業務に支障のないよう火葬炉運転管理と一体と
なった修繕計画が必要であり、施設の運転管理
業務との連携がかかせないものであるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

八光興業株式
会社

南河内郡太子町大字山田
1116-36

八光海運株式
会社

南河内郡河南町大字一須
賀453-1

環境施設課
八尾市立衛生処理
場DCS更新整備

令和6年5月20日

住友重機械エ
ンバイロメント
株式会社　大
阪支店

大阪市北区中之島2-3-33 13,200,000

当該ＤＣＳは、プラントメーカーにより設計されたも
のであり、衛生処理場の運転管理を行う上でなく
てはならないシステムである。更新後のシステム
についても、現行のシステムと同じものでなけれ
ばいけないため、システムの内容及び現場の運
転管理状況を熟知したうえで修正作業を行う必要
があることから、プラントメーカーによる整備が必
要不可欠なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課
八尾市立衛生処理
場破砕機修繕

令和6年5月21日
サンテック株
式会社

和泉市池田下町1883-1 4,961,000

当該装置は特殊機器で、修繕にあたっては専門
的な知識と高度な技術を要するもので、当該機器
メーカーの指定を受けた直営代理店である左記
業者でなければ実施が困難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課

八尾市立衛生処理
場槽内清掃及び一
般廃棄物（汚泥）処
理業務

令和6年5月16日 4,862,000

左記業者は一般廃棄物処理業許可業者であり、
衛生処理場で発生する汚泥を適正に収集・運搬・
処理する能力を有する業者は、同社に限定され
るため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境施設課

八尾市立リサイク
ルセンター工場棟
「フォークリフト　修
繕」

令和6年5月22日
ロジスネクスト
近畿株式会社

八尾市南本町8-4-40 880,110

本フォークリフトの製造元であるTCMを経営統合
しており、フォークリフトなどの特殊車両のメンテ
ナンスの実績を有するため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課

八尾市立リサイク
ルセンター工場棟
消耗品（包装用PE
再生シート）

令和6年5月23日
株式会社　ア
イケーシー

広島県尾道市因島重井町
4694番地

1,287,000

八尾市立リサイクルセンターで使用している圧縮
梱包機は因島機械株式会社製であることから、
機器運転上、規格適合する必要があるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課
八尾市立衛生処理
場プラント整備

令和6年5月24日

住友重機械エ
ンバイロメント
株式会社　大
阪支店

大阪市北区中之島2-3-33 54,230,000

当処理場のプラントは住友重機械工業㈱が設計
施工したもので、特殊仕様の機器が多く、また整
備後の試運転が必要不可欠であることから、同
社もしくは関連会社以外では対応が困難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課
八尾市一般廃棄物
最終処分場清掃業
務

令和6年6月1日

公益社団法人
八尾市シル
バー人材セン
ター

八尾市宮町1-10-32
単価契約

（年間見込額）
1,202,760

高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定す
る団体であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該
当）

委託料

環境施設課
八尾市一般廃棄物
最終処分場浸出水
処理施設定期修繕

令和6年6月1日

クボタ環境エ
ンジニアリング
株式会社　大
阪支社

兵庫県尼崎市浜1-1-1 2,860,000

当該施設は㈱クボタが製作・設置したものであ
り、同社もしくは関連会社以外では当修繕が困難
なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

委託料

10 / 12 ページ



担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境施設課

八尾市立リサイク
ルセンター　工場棟
「昇降機改修作業
（1号機）」

令和6年6月19日
株式会社日立
ビルシステム
関西支社

大阪府大阪市北区堂島浜
1-2-1

1,270,500

八尾市立リサイクルセンターにおける昇降機（エ
レベーターは、株式会社日立ビルシステムの製品
になることから、昇降機の特質を理論的、経験的
に十分把握が必要であり、特に安全性の確保が
重要になります。　このような条件を満たすのは、
当該設備を設置し、メンテナンス業務を行ってい
る株式会社日立ビルシステムのみになるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課

八尾市立リサイク
ルセンター　学習プ
ラザ「昇降機改修
作業（2号機）」

令和6年6月19日
株式会社日立
ビルシステム
関西支社

大阪府大阪市北区堂島浜
1-2-1

1,166,000

八尾市立リサイクルセンターにおける昇降機（エ
レベーターは、株式会社日立ビルシステムの製品
になることから、昇降機の特質を理論的、経験的
に十分把握が必要であり、特に安全性の確保が
重要になります。　このような条件を満たすのは、
当該設備を設置し、メンテナンス業務を行ってい
る株式会社日立ビルシステムのみになるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課
八尾市立衛生処理
場電気集塵機整備

令和6年6月28日
中西工業株式
会社

八尾市福万寺町2-71 1,780,900

当該装置は同社が設計・開発した設備であり、同
社でないと適切な整備が困難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課
八尾市立リサイク
ルセンター　令和6
年度　修繕消耗品

令和6年7月10日
極東サービス
エンジニアリン
グ株式会社

東京都品川区東品川3-15-
10

7,647,750

八尾市立リサイクルセンターで使用している各種
機器の規格に合った部品が必要であり、品質管
理上でも規格に適合したものかを検査する必要
があることから、当該施設の機器及び規格内容を
十分に把握しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課
八尾市立衛生処理
場前処理プラント
修繕

令和6年7月10日
サノヤス・エン
テック株式会
社

大阪市中央区日本橋1-17-
17

5,390,000

当該装置は同社が製作した装置であり、同社で
ないと修繕が困難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由 節科目

環境施設課

八尾市立リサイク
ルセンター工場棟
「モータープーリ修
繕」

令和6年7月22日
極東サービス
エンジニアリン
グ株式会社

東京都品川区東品川3-15-
10

1,228,700

日常の廃棄物の処理に支障の無いよう施設運転
管理と一体となった修繕計画が必要であり、施設
の運転管理業務との連携がかかせないものであ
るため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費

環境施設課
八尾市立斎炉前業
務（8～9月）

令和6年8月15日
高砂炉材工業
株式会社

東京都中央区日本橋本町
3-2-13

1,295,800

予定外の従事者減などの運営に係る緊急事態を
受け、斎場の安定的な運営を維持するために必
要であったため。
火葬炉設備の運転管理を行う同社であれば、即
応的に効率的な運用が可能であると判断したた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該
当）

委託料

環境施設課

八尾市立リサイク
ルセンター工場棟
消耗品（包装用PE
再生シート）

令和6年9月12日
株式会社　ア
イケーシー

広島県尾道市因島重井町
4694番地

1,336,500

八尾市立リサイクルセンターで使用している圧縮
梱包機は因島機械株式会社製であることから、
機器運転上、規格適合する必要があるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

需用費
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